
12月４日（水）

重要事項説明書のポイント

要予約

㈱コミュニティネット 管理部総務法務グループ

お問い合わせ・お申込み : 0120-812-560（受付：10:00～17:00）
名古屋市中区金山1丁目15－2 ネストF2 1階

高齢者住宅案内所 ゆいま～るステーション名古屋（㈱コミュニティネット）

＜地図＞金山駅北口徒歩3分

ゆいま～るセミナー

時間：13：30～15：00
場所：高齢者住宅案内所

ゆいま～るステーション名古屋
（名古屋市中区金山1丁目15-2 ネストF2 1階）

参加費：無料 定員：15名

・償却期間とは何？

・介護サービス、有料サービスはどうなっている？

・退去時の現状回復はどこまですればいい？

知っておきたい！

講師 曽谷 覚

高齢者住宅との契約で登場する重要事項説明書には、お金やサービスに関する、

そして先々の「もしもの時」に備えた、たくさんの項目と記載があります。

ポイントを事前に知っておけば、同意のサインを求められてもあわてずにすみます。

高齢者住宅運営会社の契約の専門家が、大切なポイントをわかりやすく解説します。

「いざ契約、だけど『重要事項説明書』って難しい！？」
大丈夫、ここを押さえておけば安心です


